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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端近傍にアングル部を有する内視鏡であって、
　前記アングル部の湾曲操作を行なう湾曲操作部と、前記湾曲操作部とアングル部とを連
結して、前記湾曲操作部の操作によって牽引されて、前記アングル部を湾曲させるワイヤ
とを有し、かつ、前記アングル部が、略円筒状の管状部材を前記挿入部の長手方向に連結
してなるものであり、
　さらに、前記ワイヤが撚り線であり、前記ワイヤの表面に、潤滑剤として、ポリテトラ
フルオロエチレンを不活性雰囲気中で熱分解して低分子量化し、この低分子量化したポリ
テトラフルオロエチレンを粉砕してポリテトラフルオロエチレンの粉末とする、熱分解法
によって製造された粒径が５～５０μｍのポリテトラフルオロエチレンの粉末が付着して
おり、かつ、前記ワイヤの撚り線を形成する線の間に、前記熱分解法によって製造された
粒径が５～５０μｍのポリテトラフルオロエチレンの粉末が入り込んでいることを特徴と
する内視鏡。
【請求項２】
　前記管状部材は、周面に、前記挿入部の延在方向に配列する２つの切り込みを形成し、
この切り込みの間を管内部に押圧して突出させてなる凸部を有し、
　前記ワイヤは、この凸部内を挿通される請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記管状部材の内径が５ｍｍ以下である請求項１または２に記載の内視鏡。
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【請求項４】
　前記ワイヤへのポリテトラフルオロエチレンの付着量が、０．１～２μｇ／ｃｍである
請求項１～３のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項５】
　気管支用である請求項１～４のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項６】
　さらに、前記アングル部の手前まで前記ワイヤを挿通するコイルを有する請求項１～５
のいずれかに記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に関し、詳しくは、過酸化水素を用いた洗浄が可能で、かつ、アング
ル部の湾曲操作性も良好な内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、内視鏡は、人体等の生体内に挿入されて、臓器の診断や検査等に利用さ
れている。
　内視鏡は、基本的に、人体に挿入される挿入部、挿入部の操作や送気・送水などの内視
鏡の操作を行なう操作部、送気源や吸引ポンプ等と接続されるコネクタ（ＬＧ(Light Gui
de)コネクタ）、および、コネクタと操作部および挿入部を接続するユニバーサルコード
（ＬＧ軟性部）等から構成される。
【０００３】
　挿入部は、ＣＣＤセンサを有する撮像ユニットや照明レンズ等が組み込まれた先端部と
、基端側の長尺な軟性部とを有する。
　また、挿入部の先端部と軟性部との間には、通常、内視鏡の操作部での操作に応じて、
上下方向、あるいはさらに左右方向（上下方向と（略）直交する方向）に湾曲するアング
ル部（湾曲部）が設けられる。
【０００４】
　周知のように、アングル部は、一般的に、略円筒状の管状部材（節輪／（アングル）リ
ング）を、複数、湾曲する方向に揺動自在に連結して構成される。
　また、このようなアングル部の湾曲は、通常、操作部とアングル部を連結して設けられ
るワイヤ（アングルワイヤ）を牽引することによって行われる。
【０００５】
　具体的には、内視鏡には、操作部に設けられた回転可能な操作ツマミと、操作ツマミの
回転によって回転するプーリ、および、このプーリに一方の端部を固定され、他方の端部
をアングル部の先端の管状部材に接続されるワイヤが設けられる。また、ワイヤは、湾曲
する２方向に離間して設けられ、操作ツマミの回転によって、一方は牽引され、他方は送
り出されるように、プーリに係合される。
　従って、操作ツマミを回転してワイヤを牽引することにより、牽引した方のワイヤ側を
内側にして、管状部材を連結してなるアングル部が湾曲される。
【０００６】
　当然のことであるが、アングル部の湾曲の操作は、少ない力で行えるのが好ましい。そ
のため、アングル部の湾曲を行うためのワイヤの表面には、潤滑剤が塗布される。さらに
、内視鏡では、ワイヤのみならず、体腔への挿入時における挿入部の湾曲等によって、鉗
子チャンネルを構成するチューブやライトガイド等が摺接して損傷することを防止するた
めに、これらの挿入部の内臓物の表面にも、潤滑剤が塗布される。
　この潤滑剤としては、主に、二硫化モリブデンが用いられている。
【０００７】
　ところで、内視鏡は、感染症等の予防のために、１回、使用する毎に、洗浄を行い、さ
らに、高水準な消毒を行うことが推奨されている。特に、気管支鏡においては、滅菌を行
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うことが望まれている。
　殺菌効果が高い滅菌方法として、過酸化水素を用いた滅菌方法が知られている。特に、
低温での処理が可能で、殺菌効力が非常に強い上に、処理時間も短くできる滅菌方法とし
て、過酸化水素を用いた低温プラズマ滅菌法が知られている。
【０００８】
　ところが、潤滑剤として二硫化モリブデンを用いた内視鏡では、過酸化水素を用いる滅
菌を行うと、二硫化モリブデンと過酸化水素が反応して、硫酸等の硫化物が発生して、内
視鏡の損傷や故障を招くという問題が有る（以上、特許文献１～３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－２８１８４号公報
【特許文献２】特開２００４－２０８９６２号公報
【特許文献３】特開２００６－８１７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そのため、特許文献１では、内視鏡に使用する潤滑剤として、二硫化モリブデンに変え
て、カーボングラファイト、窒化ホウ素、ポリテトラフルオロエチレン、フッ素オイル、
フッ素グリス等を用いることを提案している。
　また、特許文献２では、内視鏡に使用する潤滑剤として、フッ素樹脂やポリイミド等か
ら選択される所定成分を３～２０重量％、バインダとしてのエポキシ樹脂とフェノール樹
脂を１０～４０重量％、分散剤を０．０５～１０重量％、有機溶剤を３０～８５重量％，
含有する組成物を提案している。
　さらに、特許文献３では、内視鏡に使用する潤滑剤として、多孔性炭素質材料粉末を用
いることを提案している。
【００１１】
　しかしながら、このような従来の潤滑剤は、アングル部を湾曲させるためのワイヤの潤
滑剤としては、十分な潤滑効果が得られない場合も多い。そのため、ワイヤに、これらの
潤滑剤を塗布しても、アングル部を湾曲させる操作（操作ツマミの回転）に、大きな力が
必要になってしまう場合が多い。
　また、これらの潤滑剤をワイヤの潤滑剤として用いると、当初は、良好な潤滑効果が得
られても、繰り返しの使用や、繰り返しの洗浄、消毒、滅菌によって、次第に、潤滑能力
が低下する。そのため、経時と共に、アングル部を湾曲させる操作に、大きな力が必要に
なってしまう。
　さらに、固体潤滑剤として、二硫化モリブデンに変えて、カーボングラファイト、窒化
ホウ素、ポリテトラフルオロエチレンを使用することは、前述のように知られているが、
潤滑剤として適した、粒子形状、大きさ等は明確になっていない。特にポリテトラフルオ
ロエチレンは、無機材料ではなく、高分子材料のため、粒子形状、大きさだけで潤滑剤の
性能は決まらず、合成方法、重合条件、精製方法等により、特性が大きく変化する可能性
がある。しかしながら、内視鏡の形態、特に過酸化水素を用いた低温プラズマ滅菌法を繰
り返し行うことが要求される内視鏡に対応する際に、アングル部を湾曲させる操作の変化
を抑制できるポリテトラフルオロエチレンの製法、条件が知られていないばかりでなく、
合成方法、重合条件、精製方法等が影響されることも知られていない。
【００１２】
　本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解決することにあり、過酸化水素を用いた滅
菌処理が可能で、しかも、長期に渡って、良好なアングル部の湾曲操作性を実現できる内
視鏡を提供する。特に、固体潤滑剤として、高分子材料であるポリテトラフルオロエチレ
ンを使用した内視鏡で、高頻度での使用や洗浄、消毒、滅菌で、特性が変化しない内視鏡
を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するために、本発明の内視鏡は、挿入部の先端近傍にアングル部を有す
る内視鏡であって、前記アングル部の湾曲操作を行なう湾曲操作部と、前記湾曲操作部と
アングル部とを連結して、前記湾曲操作部の操作によって牽引されて、前記アングル部を
湾曲させるワイヤとを有し、かつ、前記アングル部が、略円筒状の管状部材を前記挿入部
の長手方向に連結してなるものであり、さらに、前記ワイヤの表面に、潤滑剤として、熱
分解法によって製造されたポリテトラフルオロエチレンの粉末が付着していることを特徴
とする内視鏡を提供する。
【００１４】
　このような本発明の内視鏡において、前記管状部材は、周面に、前記挿入部の延在方向
に配列する２つの切り込みを形成し、この切り込みの間を管内部に押圧して突出させてな
る凸部を有し、前記ワイヤは、この凸部内を挿通されるのが好ましい。
　また、前記管状部材の内径が５ｍｍ以下であるのが好ましい。
　また、前記ポリテトラフルオロエチレンの粒径が５～５０μｍであるのが好ましい。
　また、前記ワイヤへのポリテトラフルオロエチレンの付着量が、０．１～２μｇ／ｃｍ
であるのが好ましい。
　また、前記ワイヤが撚り線であるのが好ましい。
　また、前記撚り線を形成する線の間に、前記ポリテトラフルオロエチレンの粉末が入り
込んでいるのが好ましい。
　さらに、気管支用であるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の内視鏡においては、アングル部を湾曲させるためのワイヤに塗布する潤滑剤と
して、熱分解法によって作製されたポリテトラフルオロエチレン（以下、ＰＴＦＥとも言
う）の粉末を用いる。
　前述の特許文献１等にも示されるように、ＰＴＦＥは、過酸化水素を用いた滅菌を行っ
ても分解することが無い。しかも、熱分解法によるＰＴＦＥは、潤滑性に優れるばかりか
、高い頻度で使用を続けてもアングルトルクの変動が小さく、さらに、内視鏡を使用する
毎に行われる洗浄／消毒／滅菌による劣化も非常に少ない。
【００１６】
　そのため、本発明によれば、滅菌効率が高い過酸化水素を用いた低温プラズマ滅菌法な
どの過酸化水素を用いた滅菌が可能で、さらに、長期に渡って、小さな力でアングル部の
湾曲操作を行うことができる、操作性の良好な内視鏡を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の内視鏡の一例を概念的に示す図である。
【図２】（Ａ）～（Ｄ）は、図１に示す内視鏡のアングル部を説明するための概念図であ
る。
【図３】アングル部の別の例を説明するための概念図である。
【図４】図１に示す内視鏡のアングル部を説明するための概念図である。
【図５】アングル部のアングル角度と引張力との関係を示すグラフである。
【図６】滅菌処理とアングル部のアングルトルクとの関係を示すグラフである。
【図７】滅菌処理とアングル部のアングルトルクとの関係を示すグラフである。
【図８】（Ａ）は、耐久試験の回数とアングル部のアングルトルクとの関係を示すグラフ
で、（Ｂ）は、（Ａ）におけるアングルトルクの変化率を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の内視鏡について、添付の図面に示される好適実施例を基に、詳細に説明
する。
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【００１９】
　図１に、本発明の内視鏡の一例を概念的に示す。
　図１に示す内視鏡は、内視鏡１０は、体腔（気管支や胃など）等の治療や検査を行なう
処置部に挿入されて、体内の観察、静止画や動画の撮影、生体組織の採取などの処置等を
行なうものである。
【００２０】
　内視鏡１０は、ＣＣＤセンサを用いて検査部位の画像を撮像（撮影）して、検査部位の
観察、動画や静止画の撮影を行なう、いわゆる電子スコープ型の内視鏡である。この内視
鏡１０は、通常の内視鏡と同様に、挿入部１２、操作部１４、ユニバーサルコード１６、
ＬＧコネクタ１８、および、ビデオコネクタ２０を有して構成される。
【００２１】
　本発明の内視鏡１０は、気管支用、外科用、咽頭用、消化管用、十二指腸用などの、各
種の用途の内視鏡に、好適に利用可能である。
　ここで、後に詳述するが、本発明の内視鏡１０は、挿入部１２のアングル部２６を湾曲
させるワイヤ６８の潤滑剤として、熱分解法によって製造されたポリテトラフルオロエチ
レンを用いる。これにより、本発明の内視鏡１０は、高度な滅菌が可能な過酸化水素を用
いた滅菌処理が可能であり、かつ、挿入部１２を細径とした場合でも、長期にわたって良
好なアングル部２６の湾曲操作性を実現できる。
　そのため、本発明は、高度な滅菌が要求され、かつ、挿入部１２を細径にする必要が有
る気管支用の内視鏡には、特に好適に利用可能である。
【００２２】
　挿入部１２は、体腔内等の検査部位に挿入される、長尺な部位で、公知の内視鏡と同様
に、先端（挿入側の先端＝操作部１４と逆端）の先端部２４と、アングル部２６と、軟性
部２８とを有する。なお、本発明の内視鏡１０は、このアングル部２６を湾曲させるため
のワイヤ６８（その潤滑剤）に特徴を有する以外は、基本的に、公知の内視鏡である。
【００２３】
　操作部１４は、内視鏡１０の操作を行なう部位である。
　操作部１４には、通常の内視鏡と同様、挿入部１２の先端部２４の鉗子孔（鉗子チャン
ネル）に連通する、鉗子等の処置具を挿入するための鉗子口３２、先端部２４の鉗子孔か
らの吸引を行なうための吸引ボタン３４、先端部２４のノズル（送気・送水チャンネル）
から送気や送水を行なうための送気・送水ボタン３６等が配置される。
　なお、図示例の内視鏡１０は、吸引および送気・送水の機能を有するものであるが、本
発明の内視鏡は、吸引および送気・送水の一方もしくは両方の機能を有さないものであっ
てもよい。また、吸引および／または送気・送水の機能に変えて、あるいは吸引および／
または送気・送水の機能に加えて、他の機能を有するものであってもよい。
【００２４】
　さらに、操作部１４には、アングル部２６を上下方向（所定の方向、および、この所定
方向と（略）反対方向）に湾曲させるＵＤツマミ３８、および、アングル部２６を湾曲状
態で保持するためのＵＤブレーキ４２も設けられる。
　操作部１４において、ＵＤツマミ３８の下方（操作部１４の内部）には、ＵＤツマミ３
８と同軸で、ＵＤツマミ３８と共に回転するプーリ８２が設けられている。また、このプ
ーリ８２には、アングル部２６を湾曲するためのワイヤ６８が巻き掛かっている。この点
に関しては、後に詳述する。
【００２５】
　なお、内視鏡１０の操作部１４には、これ以外にも、ズームスイッチ、静止画の撮影ス
イッチ、動画の撮影スイッチ、フリーズスイッチなど、撮像ユニット（ＣＣＤセンサ）に
よって画像を観察／撮影するための各種のスイッチが設けられている。
【００２６】
　ＬＧ(Light Guide)コネクタ１８は、内視鏡１０を使用する施設における、送水手段、
送気手段、吸引手段等と、内視鏡１０とを接続するための部位である。
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　図示例において、ＬＧコネクタ１８には、内視鏡１０と施設の送水（給水）手段と接続
するための送水コネクタ５０、同送気手段と接続するための送気コネクタ５２、同吸引手
段と接続するための吸引コネクタ等が配置される。また、ＬＧコネクタ１８には、照明光
源とを接続するためのＬＧ棒５４や、電子メスを使用する際にＳコードを接続するＳ端子
等も設けられる。
【００２７】
　前述のように、内視鏡１０は電子スコープであるので、ＬＧコネクタ１８には、プロセ
ッサ装置と内視鏡１０とを接続するためのビデオコネクタ２０が接続される。
　先端部２４の撮像ユニット（ＣＣＤセンサ）が撮像した画像（画像データ）や、操作部
１４における各種の指示は、信号線によって、このＬＧコネクタ１８を経てビデオコネク
タ２０からプロセッサ装置に出力される。
【００２８】
　ユニバーサルコード（ＬＧ軟性部）１６は、ＬＧコネクタ１８と操作部１４とを接続す
る部位である。
　このユニバーサルコード１６には、送水コネクタ５０に接続する送水チャンネル、送気
コネクタ５２に接続する送気チャンネル、吸引コネクタに接続する吸引チャンネル、照明
光源からＬＧ棒５４に照射された観察光を伝播するためのライトガイド、操作部１４の操
作による指示や先端部２４の撮像ユニットで撮影された画像のデータを転送するための信
号線などが収容／挿通される。
【００２９】
　吸引チャンネルは、吸引ボタン３４を経て、挿入部１２の先端部２４の鉗子孔に連通す
る鉗子チャンネルに接続される。送水チャンネルおよび送気チャンネルは、送気・送水ボ
タン３６を経て、前述の先端部２４のノズルに連通する送気・送水チャンネルに接続され
る。ライトガイドは、操作部１４を経て先端部２４の照明レンズまで挿通される。さらに
、信号線は、前述のように、ビデオコネクタ２０から、ＬＧコネクタ１８および操作部１
４を経て、先端部２４の撮像ユニットまで挿通される。
【００３０】
　前述のように、内視鏡１０の挿入部１２は、先端部２４、アングル部２６、および、軟
性部２８を有して構成される。
　挿入部１２の先端である先端部２４には、ＣＣＤセンサや撮像レンズ等を一体的にユニ
ット化してなる撮像ユニット、ライトガイドが伝播した観察光を観察部位に照射するため
の照明レンズ等が組み込まれている。また、先端部２４には、処置部に鉗子を挿入させる
ための鉗子孔や、送気や送水を行うためのノズル等も設けられる。
【００３１】
　アングル部（湾曲部）２６は、先端部２４を目的位置に挿入したり目的位置に位置させ
るために、操作部１４におけるＵＤツマミ３８の操作によって上下方向に湾曲する領域で
ある。このアングル部２６に関しては、後に詳述する。
【００３２】
　軟性部２８は、先端部２４およびアングル部２６と、操作部１４とを繋ぐ部位で、検査
部位への挿入に対して十分な可撓性を有する長尺なチューブである。
　前述のように、軟性部２８およびアングル部２６には、被処置部に鉗子を挿入するため
の鉗子チャンネル（吸引チャンネル）、送気・送水ボタン３６による送気および送水を行
うための送気・送水チャンネル（送気チャンネルおよび送水チャンネル）、先端部２４の
撮像ユニット（ＣＣＤセンサ）による撮影画像のデータを転送するための信号線、照明光
を伝播するためのライトガイド等が挿通される。
　また、軟性部２８およびアングル部２６には、アングル部２６を湾曲するための、後述
するワイヤ６８なども挿通される。
【００３３】
　図２（Ａ）に、アングル部２６の構成を概念的に示す。
　各種の内視鏡のアングル部と同様、アングル部２６は、略円筒状の複数のリング（節輪
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／アングルリング）を連結し、このリングにアングル部２６を湾曲させるワイヤ（アング
ルワイヤ）を挿通して、先端側のリングにワイヤを固定してなる構成を有する。
　図示例のアングル部２６は、８個のリング６０と、先端側の先端リング６２と、基端側
（操作部１４側）の基端リング６４との、合計で１０個の略円筒状のリング（管状部材）
を接続して構成される。
【００３４】
　基端リング６４およびリング６０内には、アングル部２６を湾曲させるための２本のワ
イヤ６８が挿通される。ワイヤ６８の先端側の端部は、先端リング６２に固定される。他
方、ワイヤ６８の起点側は、後述する操作部１４のプーリ８２に巻き掛けられる。
　また、ワイヤ６８は、プーリ８２（あるいは後述するチェーン等）の先端側の直後から
、アングル部２６の直前までは、極細線のワイヤを螺旋状に巻回してなるコイル７２（ス
プリング）に挿通されている。
【００３５】
　リング６０は、図２（Ｂ）に概念的に示すように、円筒の両端（軸線方向の両端）を、
或る直径が通過する位置を頂点として、前記直径と直交する方向に向けて、高さ（軸線方
向の長さ）が、漸次、低くなるように、斜めに切断してなる形状を有する。すなわち、リ
ング６０の両端は、同方向の直径が通過する位置を頂点とする山形の形状を有している。
　前記直径が通過する頂点（山の頂点）には、この頂点を中心とする円形（円盤状）の係
合部６０ａが形成される。この係合部６０ａの中心には、貫通孔６０ｂが形成される。
【００３６】
　先端リング６２は、一方の端部は平坦で、他方の端部のみがリング６０と同様の山形と
なっている、リング６０よりも長尺な略円筒状を有する。この山の頂点には、係合部６０
ａと同様の円形の係合部６２ａが形成される。この係合部６２ａの中心には、同じく、貫
通孔（図示省略）が形成される。
　他方、基端リング６４も、一方の端部は平坦で、他方の端部のみがリング６０と同様の
山形となっている、リング６０よりも、若干、長尺な略円筒状を有する。この山の頂点に
は、係合部６０ａと同様の円形の係合部６４ａが形成される。この係合部６４ａの中心に
は、同じく、貫通孔（図示省略）が形成される。
【００３７】
　８個のリング６０は、隣接するリング６０の貫通孔６０ｂ同士を重ねて配列され、貫通
孔６０ｂを挿通するリベット状の連結部材７４によって、この連結部材７４を軸として互
いに回動可能に連結される。
　先端リング６２は、先端のリング６０の貫通孔６０ｂと、係合部６２ａの貫通孔とを一
致して、リング６０同士と同様に、連結部材７４によって互いに回動自在に連結される。
さらに、基端リング６４は、先端リング６２と逆端側のリング６０の貫通孔６０ｂと、係
合部６２ａの貫通孔とを一致して、リング６０同士と同様に、連結部材７４によって互い
に回動自在に連結される。
【００３８】
　リング６０の周面（側面）には、図２（Ｃ）に概念的に示すように、軸線方向（すなわ
ち挿入部の延在方向）に離間して、軸線方向と直交する方向（以下、周方向とも言う）の
同位置に、周方向に延在する延在する２つの切り込み６０ｃが形成される。なお、図示例
において、切り込み６０ｃは、好ましい態様として、周方向の同位置に、周方向に延在し
て形成しているが、本発明は、これに限定はされない。
　また、リング６０においては、この切り込み６０ａの間を、リング６０（円筒）の中心
に向けて押圧して内部側に凸状にする。これにより、リング６０を軸線方向から見た図２
（Ｄ）に概念的に示すように、リング６０の内周面とで管状を成す凸部７６を形成してい
る。すなわち、リング６０は、いわゆる切り絞り加工によって、凸部７６を形成して、軸
線方向に貫通する管状部を形成している（リング６０の周面の一部をワイヤの挿通部とす
る、リング一体型のワイヤ挿通部）。
【００３９】
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　図２（Ｄ）に示すように、図示例のリング６０は、このような凸部７６を、係合部６２
ａの貫通孔６０ｂ（すなわち前記山の頂点）と直交する直径の一端に対応する位置と、こ
の直径の他端に対応する位置から、周方向に少しズレた位置との２箇所に形成している。
　なお、凸部７６は、図示例の位置に形成するのに限定はされず、例えば、直径上に位置
するように、２つの凸部７６を形成してもよい。
【００４０】
　また、アングル部２６においては、基端リング６４にも、切り絞り加工によって、周方
向のリング６０と同じ位置に、同様の凸部８０を形成している。
【００４１】
　アングル部２６においては、図２（Ａ）および（Ｄ）に示すように、この凸部７６およ
び凸部８０内を通るように、基端リング６４から８個のリング６０に直線的にワイヤ６８
を挿通して、ワイヤ６８の先端部を、先端リング６２の内壁面に固定する。
　すなわち、アングル部２６は、好ましい態様として、リング６０および基端リング６４
に切り絞り加工を施して、ワイヤ６８を所定位置で挿通する挿通部を形成してる。
【００４２】
　内視鏡においては、アングル部におけるワイヤの挿通部は、一般的に、図３に概念的に
示すように、ワイヤを挿通するための貫通孔１０２を有するピン状部材１００を用い、こ
のピン状部材１００を（アングル）リング１０４の周面に形成した貫通孔にかしめ入れる
（嵌入する）ことで、構成される。
　しかしながら、このようなピン状部材１００は、リング１０４の内部に大きく突出して
しまうため、リング１０４の断面積が小さくなってしまう。そのため、アングル部におけ
るワイヤの挿通に、ピン状部材１００を利用すると、気管支用のように、挿入部の細径化
が要求される内視鏡では、挿入部に鉗子チャンネルやライトガイドなどの必要な内臓物を
挿通することができなくなってしまう。
【００４３】
　これに対して、図２に示すような切り絞り加工によってリング６０等の周面に形成した
凸部７６にワイヤ６８を挿通する構成によれば、リング６０等の内部に大きく突出する部
分を形成することなく、アングル部２６にワイヤ６８の挿通部を形成できる。
　そのため、挿入部１２が細い内視鏡であっても、必要な内容物を収容することが可能と
なる。すなわち、アングル部２６を構成するリング６０等に、切り絞り加工によってワイ
ヤ６８を適正に挿通するための部位を形成することにより、挿入部１２を細径化して、気
管支用のように、細い挿入部１２が要求される用途にも、好適に対応することができる。
【００４４】
　なお、図示例の内視鏡１０は、挿入部１２を細径化できる好ましい態様として、アング
ル部２６におけるワイヤ６８の挿通部を、切り絞り加工による凸部７６で構成しているが
、本発明は、これに限定はされない。
　すなわち、本発明において、アングル部２６におけるワイヤ６８の挿通部は、図３に示
すピン状部材１００を始めとして、公知の内視鏡で利用される各種の構成が、全て、利用
可能である。
【００４５】
　本発明の内視鏡１０において、アングル部２６を構成するリング６０、先端リング６２
および基端リング６４の内径には、特に限定はなく、内視鏡１０の用途に応じて、適宜、
設定すればよい。
　ここで、どのような用途であれ、患者の負担を軽減するためには、内視鏡１０の挿入部
１２の径は、細い方が好ましい。特に、気管支用の内視鏡などは、挿入部１２が細径であ
ることが要求される。また、後に詳述するが、アングル部２６におけるワイヤ６８の挿通
部を、挿入部１２の細径化に好適な前述の切り絞り加工で形成した場合には、その効果は
大きい。
　そのため、本発明の効果を、より好適に発現できる等の点で、アングル部２６を構成す
るリング６０、先端リング６２および基端リング６４の内径は、５ｍｍ以下、特に、４ｍ
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ｍ以下であるのが好ましい。
【００４６】
　また、本発明の内視鏡１０において、ワイヤ６８にも特に限定はなく、金属線を撚って
なるワイヤ、金属製の撚り線を、複数、撚ってなるワイヤ、単線の金属製ワイヤ等、内視
鏡で利用されている公知のアングル部湾曲用のワイヤが、全て利用可能である。
　しかしながら、本発明の内視鏡１０においては、ワイヤ６８は、単線ではなく、撚り線
（寄り糸状のワイヤ）を用いるのが好ましい。
　また、ワイヤ６８の径にも、特に限定はなく、内視鏡の種類や挿入部１２の太さ、挿入
部１２に収容される内蔵物等に応じて、適宜、決定すればよい。
【００４７】
　図４に、アングル部２６を湾曲させる機構を概念的に示す。
　ＵＤツマミ３８は、操作部１４によって回転自在に軸支される回転軸８０に固定されて
いる。すなわち、ＵＤツマミ３８は、回転軸８０によって、回転自在に軸支されている。
　また、回転軸８０の下端部には、回転軸８０を中心に一致して、プーリ８２が固定され
ている。従って、このプーリ８２は、ＵＤツマミ３８を回転することによって、ＵＤツマ
ミ３８と同方向に回転する。
【００４８】
　このプーリ８２には、基端リング６４および８個のリング６０を挿通して、先端を先端
リング６２に固定される、２本のワイヤ６８および６８のもう一方の端部が巻き掛けられ
る。ここで、一方のワイヤ６８はプーリ８２に時計周りに巻き掛けられ、もう一方のワイ
ヤ６８は、プーリ８２に反時計周りに巻き掛けられる。
　従って、ＵＤツマミ３８を回転すると、プーリ８２が同方向に回転して、一方のワイヤ
６８は巻き取られて牽引され、他方のワイヤ６８は、逆に送り出される。
【００４９】
　前述のように、アングル部２６を構成するリング６０等は、直径上に位置する係合部６
０ａ（貫通孔６０ｂ）において、連結部材７４によって回動自在に連結される。また、２
本のワイヤ６８は、係合部６０ａと直交する方向の直径上、および、この直径上から少し
外れた位置に、切り絞り加工によって形成された凸部７６等に挿通される。
　従って、前述のように、ＵＤツマミ３８の回転によってプーリ８２が回転して、一方の
ワイヤ６８が牽引されて、他方のワイヤ６８が送り出されると、牽引されたワイヤ６８側
を内側にして、牽引量に応じて、アングル部２６が湾曲する。
【００５０】
　なお、本発明の内視鏡１０において、ワイヤ６８は、２本に限定はされず、１本のワイ
ヤをＵ字状に折り返して、折り返し部をプーリに巻き掛け、先と同様にワイヤをアングル
部２６に挿通して、先端リング６２に固定してもよい。
　また、アングル部２６に挿通されるワイヤ６８を、直接、プーリ８２に巻き掛ける構成
にも、限定はされない。例えば、１本のチェーンをスプロケットギア状のプーリに巻き掛
け、このチェーンの両端部に各ワイヤ６８の一端を接続する構成であってもよい。さらに
、ワイヤ６８とチェーン等との間に、両者を接続するための接続部材を設けてもよい。
【００５１】
　さらに、図示例の内視鏡１０は、アングル部２６を上下方向（（略）反対方向）の２方
向のみに湾曲するものであるが、本発明の内視鏡は、これに限定はされない。
　例えば、本発明の内視鏡は、各種の消化器管用の内視鏡のように、上下の２方向に加え
、上下方向と（略）直交する左右方向の４方向に、アングル部を湾曲可能な内視鏡であっ
てもよい。
【００５２】
　すなわち、本発明の内視鏡において、アングル部２６の構成（ワイヤ６８およびコイル
７２や、プーリ８２等の湾曲操作のための操作部１４の構成等を含む）自体は、公知の内
視鏡で利用されている各種の構成が、全て、利用可能である。
【００５３】
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　本発明の内視鏡１０においては、アングル部２６を湾曲させるワイヤ６８の表面には、
潤滑剤として、熱分解法によって製造されたポリテトラフルオロエチレン（以下、ＰＴＦ
Ｅとも言う）の粉末が付着している。
　熱分解法とは、高分子量のＰＴＦＥを不活性雰囲気中で熱分解して低分子量化し、さら
に、低分子量化したＰＴＦＥを粉砕して微粒子化する、ＰＴＦＥ粉末の製造方法である。
【００５４】
　前述のように、内視鏡の挿入部に収容されるワイヤやライトガイド等の内蔵物の表面に
は、アングル部の湾曲操作性の向上、挿入部を体腔に挿入する際における内蔵物の保護等
を目的として、潤滑剤が塗布される。内視鏡では、このような潤滑剤として、二硫化モリ
ブデンが多用されている。
　ここで、内視鏡は、１回、使用する毎に、洗浄、消毒および滅菌を行うのが望ましい。
また、高い滅菌効力が得られる滅菌方法として、過酸化水素を用いた低温プラズマ滅菌法
などの、過酸化水素を用いる滅菌方法が知られている。
　ところが、潤滑剤として二硫化モリブデンを用いた内視鏡で、過酸化水素を用いる滅菌
処理を行うと、二硫化モリブデンが分解して硫酸等の硫化物が発生して、内視鏡の損傷や
故障を招いてしまう。
【００５５】
　過酸化水素を用いる滅菌が可能な潤滑剤としては、カーボングラファイト粉末、窒化ホ
ウ素粉末、フッ素オイル、フッ素グリス等が例示される。
　しかしながら、これらの潤滑剤は、アングル部２６を湾曲させるワイヤ６８の潤滑剤と
しては、十分な潤滑効果が得られず、良好なアングル部の湾曲操作性が得られない場合も
多い。また、これらの潤滑剤は、当初は良好な潤滑効果が得られても、繰り返しの使用や
洗浄によって、次第に、潤滑能力が低下するものも多く、経時と共に、アングル部の湾曲
操作性が低下する場合も多い。
【００５６】
　また、過酸化水素を用いる滅菌が可能な潤滑剤として、ＰＴＦＥも知られている。ＰＴ
ＦＥは高分子材料であり、合成方法、重合条件、精製方法等が多数あるが、内視鏡用の潤
滑剤として使用する場合に、何が適切かは、従来、議論もされていない。例えば、ＰＴＦ
Ｅ粉末は、前記熱分解法で製造されるもの以外に、乳化重合法（直接重合法）によるＰＴ
ＦＥ粉末が知られている。乳化重合法とは、乳化重合によって作成したＰＴＦＥのディス
パージョンを凝集／乾燥して得られるＰＴＦＥ粉末である。
　しかしながら、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末は、アングル部２６を湾曲させるワイヤ
６８の潤滑剤としては、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末よりも潤滑効果が低い。しかも、乳
化重合法によるＰＴＦＥ粉末は、使用や滅菌処理等による経時的な劣化が大きい。加えて
、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末を用いると、使用を続けることでアングルトルクが変動
してしまい、操作性が不安定である。
【００５７】
　アングル部２６の湾曲操作性を良好にするためには、ワイヤ６８とアングル部２６（リ
ング６０等）との良好な摺動性を確保する必要がある。
　一方、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末は、高い潤滑性を有するので、この摺動性を向上す
ることができる。また、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末は、潤滑性が高いのみならず、高い
粒子形状の安定性を有する。しかも、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末は、乾式でも良好な分
散性を有するので、ワイヤ６８の全域に均一に付着せしめることができる。
　そのため、アングル部２６を湾曲させるワイヤ６８の潤滑剤として、熱分解法によるＰ
ＴＦＥ粉末を用いた内視鏡１０は、小さい力での湾曲操作が可能となり、高いアングル部
２６の湾曲操作性を実現できる。
【００５８】
　また、ワイヤ６８に付着する潤滑剤には、前記ワイヤ６８とアングル部２６（リング６
０等）との摺動によって、局所的な力が掛かる。そのため、長期にわたって、良好なアン
グル部２６の湾曲操作性を確保するためには、ワイヤ６８の潤滑剤には、アングル部の湾
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曲によるワイヤ６８と接触部材とが摺動しても、解砕や粉砕等が生じない、高い粒子形状
の安定性が求められる。
　熱分解法によるＰＴＦＥ粉末は、前述のように高い粒子形状の安定性を有し、しかも、
過酸化水素を用いた滅菌処理等に対しても、高い粒子形状安定性を有する。そのため、ア
ングル部２６を湾曲させるワイヤ６８の潤滑剤として、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末を用
いた内視鏡１０は、長期間に渡って高い頻度で使用しても、アングルトルクの変動が少な
く、長期に渡って、安定して、良好なアングル部２６の湾曲操作性を維持できる。
　以上のように、単にＰＴＦＥと言うだけでは、内視鏡用潤滑剤として適切な特性を得ら
れず、製法まで特定しないと、良好な結果が得られない。
【００５９】
　特に、挿入部１２の細径化が図れる、切り絞り加工によって形成した凸部７６や凸部８
０にワイヤ６８を挿通するアングル部２６を有する内視鏡１０では、熱分解法によるＰＴ
ＦＥ粉末をワイヤ６８の潤滑剤として用いることで、大きな効果が得られる。
【００６０】
　図３に示すような、ワイヤを挿通するための貫通孔１０２を有するピン状部材１００を
用いたアングル部では、湾曲した際にワイヤが接触するのは、基本的に、ピン状部材１０
０の貫通孔１０２のみである。すなわち、アングル部において、ワイヤは、他の部材とは
殆ど点でしか接触しない。
　これに対し、切り絞り加工による凸部７６や凸部８０は、前述のように、リング６０等
の内周面と共に管状のワイヤ６８の挿通部を形成する。そのため、アングル部２６を湾曲
すると、ワイヤ６８は、長手方向のほぼ全域で、リング６０等の内周面に接触する。その
ため、この構成では、ワイヤ６８と、リング６０および基端リング６４との接触面積が大
きくなり、摺動抵抗や摩擦力も大きくなる。
　すなわち、切り絞り加工によって形成した凸部７６等にワイヤ６８を挿通するアングル
部２６では、ワイヤ６８の潤滑剤が湾曲操作性に与える影響が、図３に示すようなピン状
部材１００を用いたアングル部に比して、非常に大きくなる。
【００６１】
　しかしながら、前述のように、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末は、優れた潤滑性のみなら
ず、高い安定した粒子形状を有し、しかも、過酸化水素を用いた滅菌処理等に対しても、
高い粒子形状安定性を有する。
　そのため、図示例の内視鏡１０のように、切り絞り加工によって形成した凸部７６等に
ワイヤ６８を挿通するアングル部２６を用いた場合でも、ワイヤ６８の潤滑剤として、熱
分解法によるＰＴＦＥ粉末を用いることにより、長期に渡って、良好なアングル部２６の
湾曲操作性を維持できる。
【００６２】
　図５に、内視鏡（富士フイルム社製）において、アングル部を湾曲させるワイヤの潤滑
剤を、種々、変更した際における、アングル部のアングル角度［°］と、この角度までア
ングル部を湾曲させるために必要なワイヤの引張力［Ｎ］との関係を示す。なお、この引
張力は、内視鏡において、アングル部を湾曲させるためのワイヤを、直接、引っ張って、
アングル部を湾曲させた際の、ワイヤの引張力である。
　本例において、潤滑剤は、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉
末、二硫化モリブデン粉末、窒化ホウ素粉末、および、カーボングラファイト粉末を用い
た。
【００６３】
　図５に示すように、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末をワイヤの潤滑剤として用いた内視鏡
は、アングル角度によらず、従来より潤滑剤として利用されている二硫化モリブデン粉末
をワイヤの潤滑剤として用いた内視鏡と同等の引張力で、アングル部の湾曲を行うことが
できる。
【００６４】
　さらに、内視鏡（富士フイルム社製）において、アングル部を湾曲させるワイヤの潤滑
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剤として、製造方法が異なるＰＴＦＥ粉末を用いた際における、初期および滅菌処理を処
理を行った後のアングルトルク［Ｎ・ｃｍ］を測定した。
　なお、アングルトルクは、内視鏡において、ＵＤツマミを操作してアングル部を湾曲さ
せた際の、ＵＤツマミの回転力である。
【００６５】
　ＰＴＦＥ粉末は、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末、および、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉
末の、２種を用いた。
【００６６】
　アングルトルクの測定は、初期のアングルトルク、初期アングルトルク測定後、過酸化
水素を用いる低温プラズマ滅菌処理（ジョンソン・エンド・ジョンソン社製　ステラッド
ＮＸを使用）を１００回行った後、同じ滅菌処理を、さらに１００回（合計２００回）行
った後、同じ滅菌処理を、さらに１００回（合計３００回）行った後、の４つの条件で行
った。
　なお、潤滑剤として、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末を用いた内視鏡では、滅菌処理を
１００回行った以降のアングルトルクが大きくなってしまった。そのため、２００回滅菌
処理後および３００回滅菌処理後のアングルトルク測定は、潤滑剤として、熱分解法によ
るＰＴＦＥ粉末を用いた内視鏡のみ、行った。
【００６７】
　アングルトルクは、アングル部を上方に９０°湾曲するのに必要なトルク（ＵＰ９０）
、同上方に１３０°湾曲するのに必要なトルク（ＵＰ１３０）、同上方に１８０°湾曲す
るのに必要なトルク（ＵＰ１８０）、同下方（上方と逆方向）に９０°湾曲するのに必要
なトルク（ＤＯＷＮ９０）、および、同下方に１８０°湾曲するのに必要なトルク（ＤＯ
ＷＮ１３０）の、合計５種について測定した。
　このようなアングルトルクの測定を、内視鏡の挿入部の軟性部をストレートにした状態
（以下、ストレートとも言う）、および、内視鏡の挿入部の軟性部にループをかけた状態
（以下、ループとも言う）の、２種について行った。ストレートの結果を図６に、ループ
の結果を図７に、それぞれ示す。
【００６８】
　図６および図７に示されるように、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末をワイヤの潤滑剤とし
て用いた内視鏡は、いずれのアングル角度でも、また、ストレートおよびループのいずれ
でも、過酸化水素を用いる低温プラズマ滅菌処理を１００回行った後、および、同じ滅菌
処理をさらに１００回（合計２００回）行った後、および、同じ滅菌処理をさらに１００
回（合計３００回）行った後における、湾曲に有するアングルトルクの変化が小さい。
　また、殆どのアングル角度で、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末を用いた内視鏡より、湾
曲に要するアングルトルクが小さい。
【００６９】
　これに対し、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末を用いた内視鏡は、前述のように湾曲に大
きなアングルトルクを要するのみならず、過酸化水素を用いる低温プラズマ滅菌処理を行
うことにより、飛躍的に湾曲に要するアングルトルクが大きくなっている。
　この理由を解明するために、本発明者らは、ＰＴＦＥ粉末の粒状観察を行った。その結
果、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末は、当初の粒子形状が、湾曲操作によって解砕されて
細かく分解する特徴を有することが分かった。乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末は、この分
解によって粒子形状が小さくなり過ぎ、前述のようにワイヤ６８とアングル部２６（リン
グ６０等）との摺動による局所的な力に対する固体潤滑剤としての効果が低減してしまい
、十分な潤滑性が得られない要因の１つと考えられる。
　さらに、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末は、過酸化水素を用いる低温プラズマ滅菌処理
を行うと、ＰＴＦＥ粉末が不適性に再凝集し、変性する。乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末
では、この再凝集、変性が、アングル部を湾曲させるワイヤの潤滑剤として用いた際の、
性能悪化の要因になっていると考えられる。
【００７０】
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　参考として、図８（Ａ）に、二硫化モリブデン粉末を潤滑剤として用いた同じ内視鏡、
および、前記２種のＰＴＦＥ粉末を潤滑剤として用いた内視鏡において、所定のアングル
動作を繰り返す耐久試験を行った後のアングルトルク［Ｎ・ｃｍ］の測定結果を示す。な
お、このアングルトルクは、前述のストレート状態において、アングル部を下方に９０°
湾曲するのに必要なトルクである。
　耐久試験は、全部で９セット行い、アングルトルクは、耐久試験を１セットを終了する
毎に測定した。なお、この耐久試験の９セットは、大体、内視鏡を高い頻度で３年使用し
た場合に相当する。
　さらに、図８（Ｂ）に、上記アングルトルクの測定結果に関して、熱分解法によるＰＴ
ＥＦを潤滑剤として用いた内視鏡、および、乳化重合法によるＰＴＥＦを潤滑剤として用
いた内視鏡における、耐久試験後のトルク変化率［％］を示す。
【００７１】
　図８（Ａ）に示されるように、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末を潤滑剤として用いた内視
鏡は、初期および耐久試験を繰り返し行った後でも、従来より利用されている二硫化モリ
ブデン粉末をワイヤの潤滑剤として用いた内視鏡と同等あるいはそれ以下のアングルトル
クで、アングル部の湾曲を行うことができる。これに対し、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉
末を潤滑剤として用いた内視鏡は、初期も、耐久試験を行った後も、上記２種の内視鏡に
比して、アングル部の湾曲に大きなアングルトルクが必要である。
　また、図８（Ｂ）に示されるように、熱分解法によるＰＴＦＥ粉末を潤滑剤として用い
た内視鏡は、耐久試験を繰り返し行っても、アングルトルクは安定している。これに対し
、乳化重合法によるＰＴＦＥ粉末を潤滑剤として用いた内視鏡は、耐久試験を繰り返すと
（すなわち、使用を続けると）、アングルトルクが大きく変化してしまい、すなわち、操
作性が不安定である。
【００７２】
　すなわち、アングル部を湾曲させるためのワイヤに塗布する潤滑剤として、熱分解法に
よるＰＴＦＥ粉末を用いる本発明によれば、過酸化水素を用いた低温プラズマ滅菌が可能
である。しかも、内視鏡を高頻度で使用し続けてもアングルトルクの変動が小さく、さら
に、内視鏡を使用する毎に行われる洗浄／消毒／滅菌による潤滑剤の劣化も非常に少ない
。そのため、本発明によれば、高度な滅菌を行うことができ、しかも、長期に渡って、安
定して小さな力で、アングル部の湾曲操作を行うことができる、操作性の良好な内視鏡を
実現できる。
【００７３】
　このような熱分解法によるＰＴＦＥ粉末は、各種の市販品も、好適に利用可能である。
【００７４】
　本発明の内視鏡１０において、ワイヤ６８の潤滑剤として用いる、熱分解法による（以
下、『熱分解法による』は省略する）ＰＴＦＥ粉末の粒径には、特に限定は無いが、５～
５０μｍであるのが好ましい。
　これは、後述するワイヤ６８の撚り線の素線径が、通常、５０μｍ程度であるので、Ｐ
ＴＦＥ粉末の粒径を５～５０μｍとすることで、ワイヤ６８の撚り線間にＰＴＥＦが安定
して付着し易く、良好な潤滑性を長期に渡って保つことができる等の点で、好ましい結果
を得ることができる。
【００７５】
　また、良好な潤滑性を確保するには、適度な量のＰＴＦＥ粉末がワイヤ６８の表面（ワ
イヤ６８と接触面との間）に存在する必要がある。
　他方で、ＰＴＦＥ粉末の量が多すぎると、逆に、抵抗になってしまい、ワイヤ６８の潤
滑性を悪化させる。この潤滑性悪化は、特に、ワイヤ６８が挿通するコイル７２のような
、半密閉空間では、生じ易い。
【００７６】
　以上の点を考慮すると、ワイヤ６８に付着するＰＴＦＥ粉末の量は、０．１～２μｇ／
ｃｍ、特に、０．２～１μｇ／ｃｍとするのが好ましい。
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　ワイヤ６８へのＰＴＦＥ粉末の付着量を上記範囲とすることにより、ＰＴＦＥ粉末が、
ワイヤ６８が挿通するコイル７２内の半密閉空間を適度に満たし、良好な潤滑性を長期に
渡って保つことができる等の点で、好ましい結果を得ることができる。
【００７７】
　前述のように、本発明の内視鏡１０において、アングル部２６を湾曲させるワイヤ６８
は、単線であってもよいが、撚り線であるのが好ましい。さらに、ＰＴＦＥ粉末は、ワイ
ヤ６８の表面のみならず、この撚り線のワイヤ６８の線間に、入り込んだ状態で、ワイヤ
６８に付着しているのが好ましい。
　ＰＴＦＥ粉末は、金属等の各種の材料への付着性が弱く、ワイヤ６８への十分な付着量
が確保および維持できない場合も有る。これに対し、ワイヤ６８を撚り線として、撚り線
の線間にＰＴＦＥ粉末が入り込んだ状態とすることにより、より確実に、ワイヤ６８にお
ける適度なＰＴＦＥ粉末の付着量を、長期に渡って維持することが可能となる。
【００７８】
　なお、本発明の内視鏡１０において、ワイヤ６８にＰＴＦＥ粉末を付着させる方法には
、特に限定はなく、線状物に粉末を付着させる公知の方法が、各種、利用可能である。
　一例として、ＰＴＦＥ粉末を、直接、ワイヤ６８にまぶす方法、揮発性溶媒にＰＴＦＥ
粉末を分散させた塗料を調整し、この塗料をスプレー塗布やハケ塗り等でワイヤ６８に塗
布する方法、ＰＴＦＥ粉末を充填した槽内にワイヤ６８を潜らせる方法等が例示される。
【００７９】
　以上、本発明の内視鏡について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定はされず
、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の変更や改良を行ってもよいのは、もち
ろんである。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　各種の診療や検査に用いられる内視鏡に、好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　内視鏡
　１２　挿入部
　１４　操作部
　１６　ユニバーサルコード
　１８　ＬＧコネクタ
　２０　ビデオコネクタ
　２４　先端部
　２６　アングル部
　２８　軟性部
　３２　鉗子口
　３４　吸引ボタン
　３６　送気・送水ボタン
　３８　ＵＤツマミ
　４２　ＵＤブレーキ
　５０　送水コネクタ
　５２　送気コネクタ
　５４　ＬＧ棒
　６０，１０４　リング
　６０ａ，６２ａ，６４ａ　係合部
　６０ｂ，１０２　貫通孔
　６２　先端リング
　６４　基端リング
　６８　ワイヤ
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　７２　コイル
　７４　連結部材
　７６，８０　凸部
　１００　ピン状部材
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